
　2012年10月1日の労働者派遣法改正により、派遣元事業主は毎事業年度終了後、マージン率を公開することが
義務付けられました（法第23条第5項）。
　このマージン率は、以下の計算式で算出されます。

■　本社　　〒760-0013　　香川県高松市扇町二丁目7番13号

苦情相談窓口及び連絡先　：　相談窓口　次田英樹　　電話番号　080-2972-7881

■　神戸事業所　　〒652-0863　　兵庫県神戸市兵庫区和田宮通5-1-10-1階

苦情相談窓口及び連絡先　：　相談窓口　鈴木泰久　　電話番号　078-599-8751

年度 2024年度（2024/4/1～2025/3/31）

派遣労働者の数 17人（2025年6月2日現在）

派遣社員の平均賃金

福利厚生 ベネフィット・ステーション加入

労使協定を締結している（協定書の有効期間終期　2026年3月31日）

協定労働者の範囲（サービスエンジニアの業務に従事する従業員）

派遣労働者の待遇の決定に係る労使
協定を締結しているか否かの別

20,296円

各種社会保険加入

マージン率　＝

派遣料金の1人あたり平均額

なし

なし

なし

なし

1社

44.3%

36,443円

改正労働者派遣法に基づくマージン率の公開

派遣料金の平均額　―　派遣労働者の賃金の平均額
派遣料金の平均額

種類 実施人数 方法 賃金支給状況
労働者の費用

負担

派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

教育訓練に関する事項

年度 2024年度（2024/4/1～2025/3/31）

11人（2025年6月2日現在）

有給

2025年6月30日

派遣前教育

ねじ締め・圧着技能
教育

品質管理教育

原子力プラント現地
派遣者教育

1

5

11

0

OFF-JT

OJT-JT

OFF-JT

OFF-JT

有給

有給

有給

派遣先の数 2社

マージン率 50.1%

教育訓練に関する事項

種類 実施人数 方法 賃金支給状況
労働者の費用

負担

派遣前教育 12 OFF-JT 有給 なし

ねじ締め・圧着技能
教育

12 OJT-JT 有給 なし

品質管理教育 24 OFF-JT 有給 なし

原子力プラント現地
派遣者教育

0 OFF-JT 有給 なし

派遣労働者の待遇の決定に係る労使
協定を締結しているか否かの別

派遣料金の1人あたり平均額 31,856円

派遣社員の平均賃金 15,899円

福利厚生
各種社会保険加入

ベネフィット・ステーション加入

労使協定を締結している（協定書の有効期間終期　2026年3月31日）

協定労働者の範囲（サービスエンジニアの業務に従事する従業員）


